
平成１７年（２００５年）４月２４日市　議　会　だ　よ　りこだいら３
 　

歳
入
の
主
な
補
正
内
容
は
、
企
業

収
益
の
改
善
な
ど
に
よ
る
法
人
市
民

税
の
増
額
、
利
子
割
交
付
金
、
地
方

消
費
税
交
付
金
等
の
増
額
な
ど
で
す
。

　

歳
出
に
お
い
て
は
、
都
市
計
画
道

路
３
・
４
・　

号
線
関
連
の
国
庫
補

１０

助
金
の
増
に
伴
い
整
備
事
業
費
を
増

額
、
花
小
金
井
駅
北
口
都
市
基
盤
整

備
事
業
は
、
計
画
事
業
の
変
更
等
に

よ
り
整
備
事
業
費
の
減
額
を
行
い
ま

す
。
な
お
、
都
市
防
災
総
合
推
進
事

業
及
び
花
小
金
井
駅
北
口
の
都
市
計

画
道
路
３
・
４
・　

号
線
整
備
事
業

１６

は
、
事
業
が
来
年
度
に
ま
た
が
る
た

め
繰
越
明
許
費
を
設
定
す
る
も
の
で

す
。

　

補
正
額
は
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３

億
８
百　

万
９
千
円
の
減
額
で
、
補

６０

正
後
の
予
算
総
額
は
、
５
百　

億
５

３５

千
２
百　

万
６
千
円
と
な
り
ま
す
。

６３

 　

子
育
て
中
の
保
護
者
の
経
済
的
負

担
を
軽
減
し
、
乳
幼
児
の
保
健
の
向

上
と
健
や
か
な
育
成
を
目
的
と
し
て

改
正
す
る
も
の
で
す
。
内
容
と
し
て

�
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
は
、
現

在
１
歳
未
満
児
の
保
護
者
の
所
得
制

限
を
撤
廃
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を

４
歳
未
満
児
ま
で
に
年
齢
を
引
き
上

平
成　

年
度
一
般
会
計
補
正
予

１６

算
（
第
３
号
）

乳
幼
児
の
医
療
費
の
助
成
に
関

す
る
条
例
及
び
ひ
と
り
親
家
庭

の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

げ
る
も
の
で
す
。
�
児
童
福
祉
法
の

一
部
改
正
に
よ
り
、
里
親
の
根
拠
規

定
が
改
め
ら
れ
た
た
め
、
引
用
規
定

の
整
備
を
行
う
も
の
で
す
。

　

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
の
所
得

制
限
撤
廃
の
対
象
年
齢
引
き
上
げ
に

関
す
る
改
正
に
つ
い
て
は
４
月
１
日

に
、
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴

う
改
正
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
に
施

行
さ
れ
ま
し
た
。

 　

平
成　

年　

月
定
例
会
最
終
日
に

１６

１２

「
議
案
第　

号
小
平
市
組
織
条
例
」

８６

が
可
決
さ
れ
、
平
成　

年
４
月
１
日

１７

か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
常

任
委
員
会
の
所
管
の
整
合
性
を
図
る

た
め
に
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も

の
で
す
。

 　

小
平
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保

護
審
議
会
の
答
申
内
容
を
踏
ま
え
、

こ
の
た
び
全
面
的
に
施
行
さ
れ
る

「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
」
等
を
参
酌
し
て
、
個
人
情
報
の

適
正
な
取
り
扱
い
を
よ
り
一
層
確
保

し
、
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る

観
点
か
ら
改
正
す
る
も
の
で
す
。
個

人
情
報
保
護
条
例
の
改
正
は
、
法
律

の
趣
旨
に
則
し
て
、
目
的
規
定
を
改

め
る
こ
と
、
利
用
停
止
請
求
権
を
規

市
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定

情
報
公
開
条
例
及
び
個
人
情
報

保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

定
す
る
こ
と
、
漏
え
い
等
に
対
す
る

職
員
等
の
罰
則
を
規
定
す
る
な
ど
法

律
改
正
等
に
伴
う
所
要
の
改
正
を
行

う
こ
と
等
を
主
な
内
容
と
す
る
も
の

で
す
。
情
報
公
開
条
例
の
改
正
は
、

個
人
情
報
保
護
条
例
の
改
正
に
あ
わ

せ
改
正
す
る
も
の
で
、
指
定
管
理
者

に
対
す
る
情
報
公
開
の
努
力
義
務
や
、

漏
え
い
等
に
対
す
る
小
平
市
情
報
公

開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
委
員
の

罰
則
を
規
定
す
る
こ
と
等
を
主
な
内

容
と
す
る
も
の
で
す
。

 　

介
護
納
付
金
の
財
源
で
あ
る
国
民

健
康
保
険
税
の
介
護
納
付
金
課
税
額

の
税
率
改
定
を
す
る
も
の
で
す
。
改

定
内
容
は
、
所
得
割
額
を
現
行
の　
１００

分
の
１
・　

か
ら　

分
の
１
・　

に
、

１１

１００

２０

被
保
険
者
均
等
割
額
を
、
１
万
１
千

７
百
円
か
ら
１
万
４
千
９
百
円
に
引

き
上
げ
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
条
例
は
４
月
１
日
に

施
行
さ
れ
ま
し
た
。

 　

東
京
都
道
路
占
用
料
等
徴
収
条
例

の
改
正
に
合
わ
せ
て
、
電
話
柱
や
電

線
な
ど
の
道
路
占
用
料
等
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。
金
額
に
つ
い
て
は
、

近
隣
市
の
状
況
を
勘
案
し
な
が
ら
改

定
し
、
受
益
者
負
担
の
適
正
化
を
図

る
も
の
で
す
。

 　

条
例
の
名
称
を
「
小
平
市
小
口
事

業
資
金
融
資
条
例
」
か
ら
「
小
平
市

小
口
事
業
資
金
の
融
資
の
あ
っ
せ
ん

等
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
も
の

で
す
。
改
正
内
容
は
、
�
設
備
資
金

の
充
実
を
図
る
た
め
融
資
限
度
額
を

６
百
万
円
か
ら
１
千
万
円
に
引
き
上

げ
、
�
現
行
の
独
立
開
業
資
金
、
い

わ
ゆ
る
「
の
れ
ん
分
け
」
制
度
を
廃

止
し
、
融
資
限
度
額
１
千
万
円
の
創

業
資
金
を
新
た
に
設
け
、
創
業
を
志

国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

小
口
事
業
資
金
の
融
資
の
あ
っ

せ
ん
等
に
関
す
る
条
例

す
方
全
般
を
対
象
に
支
援
し
、
�
経

済
環
境
の
急
激
な
変
動
等
各
種
の
要

因
に
よ
り
、
事
業
の
継
続
に
多
大
な

影
響
を
受
け
、
緊
急
の
支
援
を
必
要

と
し
て
い
る
小
規
模
事
業
者
を
対
象

と
し
た
資
金
と
し
て
、
新
た
に
３
百

万
円
の
融
資
限
度
額
の
緊
急
運
転
資

金
を
設
け
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、従
来
か
ら
の
預
託
金
制
度
、

審
査
会
制
度
は
廃
止
し
ま
し
た
。

 　

花
小
金
井
駅
南
有
料
自
転
車
駐
車

場
及
び
花
小
金
井
駅
東
有
料
自
転
車

駐
車
場
の
指
定
管
理
者
に
つ
い
て
は
、

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
り
選
定
し

た
日
本
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会

社
と
し
、
指
定
期
間
は
平
成　

年
４

１７

月
１
日
か
ら
平
成　

年
３
月　

日
と

２０

３１

す
る
も
の
で
す
。

 　

現
在
、
個
人
利
用
者
を
対
象
と
し

た
回
数
券
制
度
を
市
民
総
合
体
育
館

の
温
水
プ
ー
ル
と
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室

で
導
入
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
利
用

者
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、

花
小
金
井
武
道
館
の
第
一
道
場
、
第

二
道
場
及
び
弓
道
場
、
萩
山
公
園
卓

球
室
、
市
民
総
合
体
育
館
体
育
室
等

で
も
、
個
人
利
用
者
が
使
用
で
き
る

回
数
券
制
度
を
導
入
す
る
も
の
で
す
。

市
有
料
自
転
車
駐
車
場
の
指
定

管
理
者
の
指
定

市
立
体
育
施
設
条
例
・
市
民
総

合
体
育
館
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

�
市
民
総
合
体
育
館
利
用
券
売
機

３月定例会

平成１７年度各会計予算以外で　平成１７年度各会計予算以外で
可決された議案の中から主なも可決された議案の中から主なも
のを掲載しました。のを掲載しました。

������������

議案に対する各会派の賛否議案に対する各会派の賛否
〈議員提出議案〉

議決結果共産
（４人）

緑ネ
（５人）

フォ
（５人）

公明
（６人）

政和
（７人）

件　　　　　　　　　　名議案番号

原案可決○○○○○小平市議会委員会条例の一部を改正する条例制定第４７号

原案可決○○○○○自衛隊機の飛行騒音の低減と安全飛行を求める意見書第４８号

原案可決○○○○○引きこもり家庭の支援を求める意見書第４９号

〈市長提出議案〉

議決結果共産緑ネフォ公明政和件　　　　　　　　　　名議案番号

原案可決○○○○○平成１６年度小平市一般会計補正予算（第３号）第１号

原案可決○○○○○平成１６年度小平市下水道事業特別会計補正予算（第２号）第２号

否　　決×××○○平成１７年度小平市一般会計予算第３号

原案可決○○○○○小平市情報公開条例及び小平市個人情報保護条例の一部を改正する条例第９号

原案可決○○○○○小平市職員研修基金条例等の一部を改正する条例第１０号

原案可決○○○○○
小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例及び小平市ひとり親家庭の医療費の助成に関する
条例の一部を改正する条例

第１１号

原案可決×
退場１人

○○○○小平市国民健康保険条例の一部を改正する条例第１２号

原案可決○○○○○小平市小口事業資金の融資のあっせん等に関する条例第１３号

原案可決○○○○○小平市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例第１４号

原案可決○○○○○小平市立体育施設条例の一部を改正する条例第１５号

原案可決○○○○○小平市民総合体育館条例の一部を改正する条例第１６号

原案可決○○○○○小平市文化財保護条例の一部を改正する条例第１７号

原案可決○○○○○
東京都市公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市公平委員会共同設
置規約の変更

第１８号

原案可決○○○○○小平市有料自転車駐車場の指定管理者の指定第１９号

原案可決○○○○○市道路線の認定（第Ｃ－２０６号線ほか６路線の認定）第２０～２６号

原案可決○○○○○平成１７年度小平市一般会計暫定予算第２７号

原案可決○○○○○平成１７年度小平市国民健康保険事業特別会計暫定予算第２８号

原案可決○○○○○平成１７年度小平市老人保健特別会計暫定予算第２９号

原案可決○○○○○平成１７年度小平市介護保険事業特別会計暫定予算第３０号

原案可決○○○○○平成１７年度小平市下水道事業特別会計暫定予算第３１号

原案可決○○○○○平成１７年度小平市受託水道事業特別会計暫定予算第３２号

会派名略称　　　政和：政和会　　　公明：市議会公明党　　　フォ：フォーラム小平　　　緑ネ：緑・ネット　　　共産：日本共産党小平市議団

市長提出議案第４号　平成１７年度小平市国民健康保険事業特別会計予算、第５号　平成１７年度小平市老人保健特別会計予算、第６号　平成１７年度小平市介護保険事業特別
会計予算、第７号　平成１７年度小平市下水道事業特別会計予算、第８号　平成１７年度小平市受託水道事業特別会計予算、以上５つの議案は撤回となりました。

○：賛成　×：反対 （　）内は各会派の議員数　※政和会の会派所属議員数は議長を除く数

�

み
ん
な
一
緒
に
、
ハ
イ
ポ
ー
ズ
！

 

（
仲
町
保
育
園
）


